
○石川県警察工事成績評定要領の制定について

平成２２年３月５日会甲達第６号

警察本部長から部課署長あて

国費支弁に係る公共工事については、その品質確保を促進するため、別添のとおり「石

川県警察工事成績評定要領」を定めたので、遺漏のないようにされたい。

別添

石 川 県 警 察 工 事 成 績 評 定 要 領

（目的）

第１ この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成17年法律第18号）

第６条に基づき、石川県警察本部警務部会計課が所掌する請負工事の成績評定（以

下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正かつ適正な評定の実施を図り、も

って請負者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

（評定の対象）

第２ 評定の対象は、原則として１件の請負金額が５００万円を超える請負工事につい

て行うものとする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で支出負担行

為担当官が必要のないと認めたものについて、評定を省略することができる。

（評定の内容）

第３ 工事成績の評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。

（評定者）

第４ 第３の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、会計法(昭和22年法律第35号)

第29条の11に基づく工事の請負契約についての監督を行う者（以下「技術評価官」

という。）及び検査を行う者（以下「技術検査官」という。）とする。

（評定の方法）

第５ 評定は、必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に

行うものとし、評定の方法は次に掲げる事項による。

１ 評定は別記様式第１号「工事成績採点表」、別記様式第２号「細目別評定点採点

表」、別表－１「考査項目別運用表」及び別表－２「施工プロセスチェックリスト」



により行うものとする。

２ 評定結果は別記様式第３号「工事成績評定表」に記録するものとする。

３ 請負契約により工事監理業務を実施している場合は、監理業務請負者との協議に

より評定を行うものとする。

（評定の時期）

第６ 技術検査官は検査を実施したとき、技術評価官は工事が完成（一部完成を含む。）

したとき、それぞれ評定を行うものとする。

（評定表等の提出）

第７ 評定者は、工事が完成（一部完成を除く。）したときは、遅滞なく、支出負担行

為担当官に評定表等を提出するものとする。

（評定の結果の通知）

第８ 支出負担行為担当官は、評定者から評定表等の提出がなされた後、当該工事の請

負者に速やかに別記様式第４号により通知するものとする。

（評定の修正）

第９ 支出負担行為担当官は、第８の通知をした後、当該評定を修正する必要があると

認められる場合は、修正しなければならない。

２ 支出負担行為担当官は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該

工事の請負者に通知するものとする。

（説明請求等）

第10 第８又は第９による通知を受けた請負者は、通知を受けた日から起算して１０日

（この期間には、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日（以下「休

日」という。）を含まない。）以内に、書面により、通知を行った支出負担行為担当

官に対して評定の内容について説明を求めることができる。

２ 支出負担行為担当官は、前項による説明を求められたときは、速やかに別記様式

第５号により回答するものとする。

３ 支出負担行為担当官は、前項の回答をする場合、石川県警察工事成績評定評価委

員会に意見を求めることができる。

（再説明請求等）

第11 第10第２項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して１０日

（休日を含まない。）以内に、書面により、支出負担行為担当官に対して、再説明



を求めることができる。

２ 支出負担行為担当官は、前項による再説明を求められたときは、警察庁入札等監

視委員会の審議を経て別記様式第６号により回答するものとする。

附 則

この要領は、平成２２年４月１日から適用する。



別記様式第１号

工事名 契約金額（最終）

請負者名 工 期 ～ 完成年月日

考 査 項 目 ①技術評価官

項目 細別 a ｂ ｃ ｄ e 評価 a a' ｂ b' c ｄ e 評価 a a' b b' c d e 評価 a a' b b' c d e 評価 a a' b b' c ｄ e 評価

１．施工体制 Ⅰ施工体制一般 +1.0 +0 5 0 -5 -10 ｃ

Ⅱ配置技術者 +3.0 +1 5 0 -5 -10 ｃ

２．施工状況 Ⅰ施工管理 +4.0 +2 0 0 -5 -10 ｃ +5 - +2.5 - 0 -7 5 -15 +5 - +2.5 - 0 -7.5 -15 +5 - +2 5 - 0 -7.5 -15 ｃ

Ⅱ工程管理 +4.0 +2 0 0 -5 -10 ｃ +2.0 - +1.0 - 0 -7.5 -15 ｃ

Ⅲ安全対策 +5.0 +2 5 0 -5 -10 ｃ +3.0 - +1.5 - 0 -7.5 -15 ｃ

Ⅳ対外関係 +2.0 +1 0 0 -2.5 -5 ｃ

３．出来形 Ⅰ出来形 +4.0 +2 0 0 -2.5 -5 ｃ +10 +7.5 +5 +2.5 0 -10 -20 +10 +7.5 +5 +2.5 0 -10 -20 +10 +7.5 +5 +2.5 0 -10 -20 ｃ

及び Ⅱ品質 +5.0 +2 5 0 -2.5 -5 ｃ +15 +12 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25 +15 +12 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25 +15 +12 +7 5 +4.0 0 -12 5 -25 ｃ

出来ばえ Ⅲ出来ばえ +5 - +2.5 - 0 -5 - +5 - +2.5 - 0 -5 - +5 - +2 5 - 0 -5 - ｃ

４．工事特性 Ⅰ施工条件等への対応（※２） 0

５．創意工夫 Ⅰ創意工夫（※３） - - 0

年 月 日 作 成
石川県警察本部警務部会計課

工 事 成 績 採 点 表

③技術検査官（既済・中間） ③技術検査官（既済・中間）

□□ □□

④技術検査官

氏名氏名

0

0

②主任技術評価官

氏名氏名 △△ △△氏名○○ ○○

５．創意工夫 Ⅰ創意工夫（※３） - - 0

６．社会性等 Ⅰ地域へ貢献等（※４） +10 +7 5 +5 +2.5 0 - - c

加減点合計 （1+2+3+4+5+6） 点 点 点 点 点

評 定 点 （※１） ① 65.0 点 ② 65.0 点 ③ 点 ③ 点 ④ 65.0 点

７．評定点計（※５） 点 （① 65点×0.4＋② 65点×0.2＋④ 65点×0.4）＝ 評定点 点

８．法令遵守等（※６） 0 点 法令遵守等の該当事由

９．評 定 点 合 計 （※７） 65 点 評定点計（ 65 点）－７.法令遵守等（ 0 点）＝ 65 点 （１回完済分 0 点、 ２回完済分 0 点、 完成分 65 点）

主任技術評価官

所 見 （※８） 技術評価官

技術検査官

※ １ ６５点＋加減点合計（１＋２＋３＋４＋５＋６）とする。

各評定点（①～④）は小数第１位まで記入する。

※ ２ 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である。

評価に際しては、技術評価官からの報告を受けて主任技術評価官が評価するものとする。

※ ３ 創意工夫は、工事特性のような難度を伴わない工事において、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があった場合に評価する項目である。

※ ４ 社会性等の評価では地域への貢献等の観点から、加点評価のみとする。

※ ５ 既済部分（中間）検査があった場合：（① 点×０．４＋② 点×０．２＋③ 点×０．２＋④ 点×０．２）＝ 点 ※ただし、③（既済、中間）が２回以上の場合は平均値

※ ６ 法令遵守等は減点評価のみとし、評価は主任技術評価官が完成検査時に行う。

※ ７ 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

※ ８ 所見欄には評定結果の概要を記載する。

※ ９ 各考査項目ごとの採点は、別表－１考査項目別運用表によるものとする。

※１０ 主任監督員を置かない工事の場合は、主任技術評価官がすべき評定を技術評価官が行うものとする。

（原則として、主任技術評価官は主に総括的なプロセス評価を行える者、技術評価官は詳細なプロセス評価を行える者、技術検査官は検査職員として評価を行える者を充てるものとする。）

0.0

※ 既済部分（中間）検査があった場合 （①＋②＋③×０．５＋④×０．５）＝細目別評定点（既済、中間が２回以上の場合は③を平均する。
※ 既済部分（中間）検査がなかった場合 （①＋②＋④）＝細目別評定点

6565

0.0

0

0.0



別記様式第２号

細目別評定点採点表

項目 細別 細目別評定点 得点割合

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 2.9

= 2.9 点 3.3点 4.5%

Ⅱ．配置技術者 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 2.9

= 2.9 点 4.1点 4.5%

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 （ ） × 0.4 + 6.5 （ ） × 0.4 + 6.5 （ 0 ） × 0.4 + 6.5 9.4

= 2.9 点 = 点 = 点 = 6.5 点 13点 14.5%

Ⅱ．工程管理 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 （ 0 ） × 0.2 + 3.2 6.1

= 2.9 点 = 3.2 点 8.1点 9.4%

Ⅲ．安全対策 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 （ 0 ） × 0.2 + 3.3 6.2

= 2.9 点 = 3.3 点 8.8点 9.5%

④技術検査官（完成）②主任技術評価官 ③技術検査官（既済・中間） ③技術検査官（既済・中間）①技術評価官

Ⅳ．対外関係 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 2.9

= 2.9 点 3.7点 4.5%

Ⅰ．出来形 （ 0 ） × 0.4 + 2.8 （ ） × 0.4 + 6.5 （ ） × 0.4 + 6.5 （ 0 ） × 0.4 + 6.5 9.3

= 2.8 点 = 点 = 点 = 6.5 点 14.9点 14.3%

Ⅱ．品質 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 （ ） × 0.4 + 6.5 （ ） × 0.4 + 6.5 （ 0.0 ） × 0.4 + 6.5 9.4

= 2.9 点 = 点 = 点 = 6.5 点 17.4点 14.5%

Ⅲ．出来ばえ （ ） × 0.4 + 6.5 （ ） × 0.4 + 6.5 （ 0 ） × 0.4 + 6.5 6.5

= 点 = 点 = 6.5 点 8.5点 10.0%

４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応 （ 0 ） × 0.2 + 3.3 3.3

= 3.3 点 7.3点 5.1%

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫 （ 0 ） × 0.4 + 2.9 2.9

= 2.9 点 5.7点 4.5%

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等 （ 0 ） × 0.2 + 3.2 3.2

= 3.2 点 5.2点 4.9%

７．法令遵守等 （ 0 ） ×1.0 0

= 0 点

65.0

100点

※ 既済部分（中間）検査があった場合 （①＋②＋③×０．５＋④×０．５）＝細目別評定点（既済、中間が２回以上の場合は③を平均する。

※ 既済部分（中間）検査がなかった場合 （①＋②＋④）＝細目別評定点

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

評定点合計

３．出来形及び
出来ばえ



別記様式第３号

工事名

契約金額 当初： 円 最終： 円

工 期 当初： 最終：

完成年月日

完成技術検査年月日

既済部分技術検査年月日

中間技術検査年月日

請負者氏名

現場代理人氏名

主任・監理技術者氏名

主任技術評価官所属・氏名 印

技術評価官所属・氏名 印

技術検査官所属・氏名 印

① 技術評価官評定点 65.0 点

② 主任技術評価官評定点 65.0 点

③ 既済部分､中間技術検査官評定点 0.0 点

④ 完成技術検査官評定点 65.0 点

⑤ 法令遵守等 0.0 点

⑥ 評定点合計 65.0 点

注

１）評定点合計 既済部分、中間技術検査がなかった場合：⑥＝（①×0.4＋②×0.2＋④×0.4）－⑤
既済部分、中間技術検査があった場合：⑥＝（①×0.4＋②×0.2＋③×0.2＋④×0.2）－⑤

３）評定点合計は、四捨五入により整数とする。

４）⑤法令遵守等は、完成検査時に主任技術評価官が記入する。（既済・完済・中間技術検査時を除く。）

２）技術評価官、主任技術評価官、技術検査官の評定点は小数第１位までとする。

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

第1回： 年 月 日 第3回： 年 月 日

年 月 日
石川県警察本部警務部会計課

第2回： 年 月 日

工 事 成 績 評 定 表

第1回： 年 月 日 第2回： 年 月 日 第3回： 年 月 日



別表－１

１．

２．

３．

４．

５．

６．
技術評価官の評価項目のうち「「施工プロセス」チェック」は、工事規模、工期等により、採用しなくても良

いものとする。

考査項目別運用表

本運用表の適用は、公共建築工事の新営、増築、改修の一般的な工事とし、各所修繕や点検保守など
については対象としないものとする。また、本運用表を解体のみの工事に摘要する場合は、内容を大幅に
変える必要があるため、評価を行う際は各機関において適宜運用するものとする。

基本事項

別記様式第１号「工事成績採点表」のａ～ｅ評価を行うために使用するものとする。

原則として記載された各評価項目を使用することとするが、各機関の工事内容等により、該当しないも
のは削除しても良いものとする。

各評価項目の文面は、各機関の実状に合わせて変更しても良いものとする。ただし、評価内容は変更し
ないものとする。

本運用表の各評価対象項目に「レ点」を付すことができるのは、当該評価対象項目に関して、請負者が
自主的に実施している場合とし、監督職員の指導や助言を過度に必要とした場合は、「レ点」を付さないも
のとする。

























別表-１ 考査項目別運用表 技術評価官用

（創意１／２）

考査項目・細別

５.創意工夫 ■準備・後片づけ 測量・位置出しにおける工夫

関係
現地調査方法の工夫

その他

理由：

■施工関係 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫

工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な

取組み

土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫

建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫

電気設備工事等の配線、配管等の工夫

暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫

照明・視界確保等の工夫

仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫

運搬車両・施工機械等の工夫

型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫

詳細評価内容：

評価対象項目

施工管理及び品質向上等の工夫

プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫

仮設施工等の工夫

既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫

保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫

作業の安全性向上のための施工方法等の工夫

その他

理由：

■品質関係 集計ソフト等の活用と工夫

躯体工事の品質管理の工夫

建築材料・機材の検査・試験に関する工夫

施工の検査・試験に関する工夫

品質記録方法の工夫

その他

理由：

詳細評価内容：

詳細評価内容：



別表-１ 考査項目別運用表 技術評価官用

（創意２／２）

考査項目・細別

５.創意工夫 ■安全衛生関係 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、

足場等）

安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫

現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫、

酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫

周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫

改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫

作業時における作業環境改善等の工夫

ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫

その他

理由：

■施工管理関係 出来形の管理等に関する工夫

施工計画書または写真記録等に関する工夫

出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫

ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用

詳細評価内容：

評価対象項目

ＣＡＬＳを活用した施工管理の工夫

その他

理由：

■その他 ＜新技術活用＞※新技術に関する下記３項目での加点は最大４点とする。

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、試行技術を活用した。（２点）

活用した試行技術が少実績優良技術もしくは、当該工事において発注者による活用効果調査

結果の総合評価点が１２０点以上の場合。（２点）

ＮＥＴＩＳ登録技術（試行技術を除く）のうち、『有用とされる技術』を活用するか、『有用とされる

技術』以外の技術を活用した結果、当該工事において発注者による活用効果調査の総合評価点

が１２０点以上の場合。（４点）

＜その他＞

その他

理由：

その他

理由：

（最大 ７点）

評 点 計＝ 0 点

※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※２．該当する数と重みを勘案して評価する。１項目１点を目安とするが、項目により２、４点で評価し、最大７点の加点評価とする。

※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。

詳細評価内容：

詳細評価内容：

※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。

なお、主任技術評価官が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

※４．入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。

※５．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。





別表-１ 考査項目別運用表 主任技術評価官用

（特性１／３）

考査項目
（細別）

４．工事特性 ※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

（施工条件等へ
の対応）

延べ面積10,000㎡以上の建物

地上９階以上又は建物高さ31m以上の建物

大空間のホール等を有する建物

その他（理由： ）

詳細評価内容：

評 点＝ 0 点

※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

対象建物の耐震レベル

建物機能の特殊性

その他（理由： ）

[評価技術事例］

・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてⅠ類及びＡ類に属する工事

・電気又は暖冷房衛生設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事

・研究施設、美術館等、特殊機能・設備の有る建物

■建物規模への対
応

■建物固有の機能
の難しさへの対応

評価対象項目

詳細評価内容：

評 点＝ 0 点

※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】

設計条件として、工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性

制約条件等があり、施工難度が特に高い場合

その他（理由： ）

[評価技術事例］

・パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事

・特殊な工法及び材料等を採用した工事

・特殊な設備システムを採用した工事

・免震装置を設ける工事

・大規模な山留め工法が必要な工事

・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事

・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工
事

詳細評価内容：

評 点＝ 0 点

■建物固有の施工
技術の難しさへの
対応



別表-１ 考査項目別運用表 主任技術評価官用

（特性２／３）

考査項目
（細別）

４．工事特性 ※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

（施工条件等へ
の対応）

湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）

軟弱地盤、支持地盤の影響

雨・雪・風・気温等の影響

その他（理由： ）

[評価技術事例］

・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事

・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事

・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理

や施工スペースの制限を受けた工事

詳細評価内容：

評 点＝ 0 点

※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

地中埋設物等の作業障害

工事の影響に配慮すべき建物等の近接物

■厳しい周辺環
境、社会条件との
対応

■厳しい自然・ 地
盤条件への対応

評価対象項目

周辺住民等に対する騒音・振動の配慮

周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮

その他（理由： ）

[評価技術事例］

・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事

・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事

・場内に汚水処理装置（水替え）を必要とする工事

・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められてる工事

・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整をを行った工事

詳細評価内容：

評 点＝ 0 点



別表-１ 考査項目別運用表 主任技術評価官用

（特性３／３）

考査項目
（細別）

４．工事特性 ※下記の対応事項に１つにレ点が付けば４点の加点とし、最大１０点とする。

（施工条件等へ
の対応）

【長期工事における安全確保への対応】

１２ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事 （ただし全面一時中止期間は除く）

【災害等での臨機の措置】

地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事

【施工状況（条件）に対応した施工・工法等】

工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事

工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事

休日・夜間作業が工程の過半を超える工事

施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事

特に困難な調整を要する他工事（近接工区）の請負者が複数ある工事

外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事

特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事

施工ﾔｰﾄﾞが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事

同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事

評価対象項目

■施工現場での対
応

その他（理由： ）

（最大 ２０点）
詳細評価内容：

評 点 計＝ 0 点 評 点＝ 0 点

※２．技術評価官が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

※３．評価にあたっては、主任技術評価官の意見も参考に評価する。

※４．レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

※１．工事特性は、最大２０点の加点評価とする。なお、１項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以
上の点数を与えても良い。





















別表－２

１．

２．

３．

４．

５．

原則として記載されたチェック項目を使用することとするが、各機関の工事内容等により、該当しないも
のは削除しても良いものとする。

記載されたもの以外にチェック項目が必要な場合は、各機関が考査項目を勘案のうえ、追加しても良い
ものとする。

各評価項目の文面は、各機関の実状に合わせて変更しても良いものとする。ただし、評価内容は変更し
ないものとする。

「施工プロセス」チェックリスト

別紙－１「考査項目別運用表」のうち、技術評価官の評価を行うために、監督職員が現場において使用
するものとする。ただし、工事規模、工期等により、使用しなくても良いものとする。

基本事項

かっこ内の文字（○○）は説明文である。
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工事 ○○○○○○（部署名を記入）

年 月 日～ 年 月 日 ○○ ○○（担当者名を記入）

①「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。

②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。

確認項目 チェックリスト一覧表
（チェックの目安） 着手前 完成時

備考

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ）
□

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

１
施
工
体
制

Ⅰ
施
工
体
制
一
般

○労働保険関係成立票

○請負代金内訳書

・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のも
のを提出した。（提出義務のない工事は、下請業者を含む作業分担
に関する資料でよい。）
（施工時の当初、変更時）

・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。
（施工中１回程度）

○品質・安全管理体制

○建設業退職金共済制
度

○建設業許可標識

○施工体制台帳、施工体
系図または作業分担に関
する資料

・施工体系図または下請負人通知書等に記載されている業者のみが
作業している。
（施工時 １回／月程度）

・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工
事がある全ての工事に適用する。）
（施工時の当初、変更時）

考
査
項
目

細
別

・請負代金内訳書を契約締結後１４日以内に提出した。
（契約後）

「施工プロセス」チェックリスト

１．工事名

２．工 期

３．請負者名

チェック欄 （指示事項等）

施 工 中

・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲
示している。
（施工中１回程度）

・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。
（施工計画書提出時）

・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。
（契約後、増額変更後）

・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げ
ている。
（施工時の当初、変更時）

・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に
設置している。（全ての下請業者を含む。）
（施工中１回程度）

・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理し
ている。
（施工中適宜）

・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）を添付
している。
（施工時の当初、変更時）
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確認項目 チェックリスト一覧表
（チェックの目安） 着手前 完成時

備考

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ）

□

（ ／ ）

□

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

○設計図書の照査 等 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

○施工計画書 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

2
施
工
状
況

Ⅰ
施
工
管
理

1
施
工
体
制

Ⅱ
配
置
技
術
者
／
現
場
代
理
人
／
監
理
技
術
者
／
主
任
技
術
者

考
査
項
目

○監理技術者（主任技術
者）の専任制等

○工事実績情報

○現場代理人

「施工プロセス」チェックリスト

チェック欄 （指示事項等）

施 工 中

細
別

○下請負者の把握 ・国土交通省の指名停止期間中でない。
（施工中適宜）

・工事実績情報登録において重複が無く、現場に専任している。（専
任義務は建築一式工事5,000万円以上、その他工事2,500万円以上）
(施工中 １回／月程度)

・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係
わっていた。
(施工中、打合せ時)

○専門技術者の
配置

・専門技術者を選任し、配置している。
（施工計画時、施工中適宜）

○作業主任者の
選任

・作業主任者を選任し、配置している。
（施工計画時、施工中適宜）

・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(祝日を
除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督
職員に提出した。
（契約後、変更後、完成時）

・現場に常駐している。
(施工中 １回／月程度)

・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。
（着手前、変更時）

・契約書第18条第１条第１号から第５号に係わる設計図書の照査を
行っている。
（着手前、施工中適宜）

・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。
（着手前）

・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技
術者が本人と同一であった。
（着手前）

・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面
により提出して確認を受けた。
（着手前、施工中適宜）

・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。
（施工中適宜）

・記載内容と現場施工方法が一致している。
（施工中適宜）
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確認項目 チェックリスト一覧表
（チェックの目安） 着手前 完成時

備考

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

○工程管理 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

○安全活動 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

○仮設備点検等 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □

○関係機関等 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □ □ □ □

「施工プロセス」チェックリスト

考
査
項
目

細
別

チェック欄 （指示事項等）

施 工 中

・請負者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理され
ていることを確認し、監督職員に提示した。
（施工中適宜）

２
施
工
状
況

Ⅰ
施
工
管
理

○施工管理
・建築材料、機材の管理

・出来形、品質管理

・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式
に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。
（施工中適宜）

・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。
（施工中適宜）

・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。
（施工中適宜）

○建設副産物及び建設
廃棄物

・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の
内容をチェックする。)
①関係官署（施工中適宜）
②近隣住民・入居官署等 （施工中適宜）
③関連工事等（施工中適宜）

・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容を
チェックする。)
①過積載防止対策（施工中適宜）
②機械・車両等点検整備等（施工中１回／月程度）
③重機操作時安全点検記録等（施工中適宜）
④山留め、仮締切等の点検及び管理記録 （施工中適宜）
⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（施工中
適宜）

Ⅳ
対
外
関
係

・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。
（施工中適宜）

Ⅱ
工
程
管
理

・施工前に各種工程表を提出している。
（着手前、施工中適宜）

Ⅲ
安
全
対
策

・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェッ
クする。)
①災害防止協議会等（施工中適宜）
②店社パトロール（施工中１回／月程度）
③安全教育、訓練等（施工中適宜）
④安全巡視、TBM、KY等（施工中適宜）
⑤新規入場者教育（施工中適宜）



別記様式第４号
○○○○○第○○号

○○年○月○日

契約の相手方
所在地
商号又は名称

代表者氏名 殿

支出負担行為担当官
石川県警察会計担当官

○ ○ ○ ○ 印

工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面

の通知を受けた日から起算して１０日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求
めることができます。
疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の

とおりです。

記

１ 工 事 名 ○ ○ ○ ○ 工 事

２ 工 期 ○年 ○月 ○日～ ○年 ○月 ○日

３ 完成技術検査年月日 ○年 ○月 ○日

４ 成績評定
① 評定点 ○○ 点 項目別評定点は、別表のとおり
（ 修正評定点 ○○ 点 【評定点が修正された場合のみ】）

５ 送付先
〒９２０－８５５３ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
石川県警察本部警務部会計課管財係
TEL 076-225-0110(内線2275)

６ 手続き等の問い合わせ先

〒９２０－８５５３ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
石川県警察本部警務部会計課管財係
TEL 076-225-0110(内線2275)



別表

項 目 別 評 定 点

評価項目 細 別 評定点／満点

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 ／ 3.3点

Ⅱ．配置技術者 ／ 4.1点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 ／13.0点

Ⅱ．工程管理 ／ 8.1点

Ⅲ．安全対策 ／ 8.8点

Ⅳ．対外関係 ／ 3.7点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 ／14.9点

Ⅱ．品 質 ／17.4点

Ⅲ．出来ばえ ／ 8.5点

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 ／ 7.3点

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 ／ 5.7点

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 ／ 5.2点

７．法令遵守等（減点のみ）

評定点合計 ／100.0点



別記様式第５号

○○○○○第○○号

○○年○月○日

契約の相手方
所在地
商号又は名称

代表者氏名 殿

支出負担行為担当官
石川県警察会計担当官

○ ○ ○ ○ 印

工事成績評定に係る説明書（回答）

年 月 日付けで貴社から説明を求められました評定内容について、下記のとお

り回答します。

本説明書に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の回答を

受けた日から起算して１０日（休日を含まない。）以内に書面により、再説明を求めること

ができます。

なお、再説明は警察庁入札監視委員会の審議を経た上で行います。

疑問の旨に対する再説明は、書面により郵送いたします。また、再説明を求める場合の

書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

１ 工 事 名 ○ ○ ○ ○ 工 事

２ 疑問に対する回答

３ 送付先

〒９２０－８５５３ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
石川県警察本部警務部会計課管財係
TEL 076-225-0110(内線2275)

４ 手続き等の問い合わせ先

〒９２０－８５５３ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
石川県警察本部警務部会計課管財係
TEL 076-225-0110(内線2275)



別記様式第６号

○○○○○第○○号

○○年○月○日

契約の相手方
所在地
商号又は名称

代表者氏名 殿

支出負担行為担当官
石川県警察会計担当官

○ ○ ○ ○ 印

工事成績評定に係る再説明書（回答）

年 月 日付けで貴社から再説明を求められた評定内容について、下記のとおり

回答します。

記

１ 工 事 名 ○ ○ ○ ○ 工 事

２ 疑問に対する回答


